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平成30年 5 月25日（金）、午後 3 時30分より新潟東
映ホテルで平成30年度定時総会を開催した。島影会長
の挨拶で始まり、協会会長表彰の贈呈式が行われた
後、議案審議に入った。平成29年度事業報告と決算、
役員の補欠選任の ３ 議案、報告事項 ３ 項目を審議し、
それぞれ原案どおり承認された。総会後は懇親会が開
かれ、溝口新潟県副知事、荒井新潟市副市長、中原前
参議院議員、石﨑衆議院議員など多数の来賓が出席さ
れた。

【会長挨拶要旨】
佐野前会長から会長職を引き継ぎ、無事に １ 年間、

職務を遂行できましたことは、皆様のご協力の賜と深
く感謝申し上げます。私どもの浄化槽業界も人口減少
という厳しい状況に直面しておりますが、下水道計画
区域の縮小が進む一方、浄化槽整備区域はむしろ拡大
しております。浄化槽整備に対する補助金を新たに実
施する市もあり、ピンチをチャンスに替える機会でも
あります。

この協会の活動が皆様にとり有意義なものとなりま
すよう、頑張ってまいりますので一層のご協力をお願
いします。

【議　事】
議長に㈱ライフサポ－ト渡辺の渡辺修一氏が選出さ

れ議事が進められた。第 １ 号議案から第 ３ 号議案まで
の全てが原案どおり承認された。この後、報告事項の
３ 項目が報告され了承された。

全議案の審議は午後 ４ 時30分に終わり、この定時総
会終結をもって退任される佐野副会長が閉会挨拶を行
い、総会は終了した。
・会員数　253名（平成30年 5 月25日現在）
・出席数　198名（委任状提出者を含む）

〈決議事項〉
第 １ 号議案　　平成29年度事業報告について
第 ２ 号議案　　平成29年度決算について
第 ３ 号議案　　役員（理事）の補欠選任について

理事　永野　薫（㈱西原ネオ新潟支店）
理事　高橋　博（㈱ハウステック）
理事　森田克彦（フジクリーン工業㈱新潟営業所）

〈報告事項〉
１ 　平成29年度公益目的支出計画実施報告書について
２ 　平成30年度事業計画について
３ 　平成30年度収支予算について
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平成30年度定時総会において、長年生活環境の保全
及び公衆衛生の向上に寄与され、一般社団法人新潟県
浄化槽整備協会及び業界の発展に尽力された方々に対
して、功労者表彰又は優良従事者表彰が贈られました。

◆功労者表彰　　１０名と １ 社
株式会社 ジオメイク功明社� 阿部　正光　様
合資会社 信越環境サービス� 遠藤　和則　様
有限会社 小林管工� 小林　四呂　様
株式会社 西原ネオ新潟支店� 佐野　忠之　様
株式会社 新蒲原総業� 武田　良司　様
有限会社 山古志清掃� 田中　康雄　様
株式会社 ダイキアクシス新潟出張所� 中　　哲司　様
株式会社 早勝工業所� 早川　勝美　様
有限会社 山虎建設� 山田　昭次　様
新潟県浄化槽整備協会南魚沼支部� 米山　浩之　様

（法人表彰）� 株式会社 寺泊清掃社　様

◆優良従事者表彰　　 ４ 名
合資会社 信越環境サービス� 伊井沢秋一　様
合資会社 信越環境サービス� 奥山　恵子　様
合資会社 信越環境サービス� 小池　　浩　様
合資会社 信越環境サービス� 霜越　朋也　様

定時総会終了後に懇親会が開催されました。
県副知事溝口洋様をはじめ、国会議員、行政及び関

係団体から多くのご来賓の出席をいただきました。
島影会長の開宴挨拶に続いて、ご来賓を代表して県

副知事溝口洋様、新潟市副市長荒井仁志様、当協会顧
問の前参議院議員中原八一様、同じく顧問の衆議院議
員石﨑徹様から祝辞をいただきました。その後、県廃
棄物対策課長新井一仁様の乾杯のご発声により懇談に
入り、会員とご来賓の方々との親睦を深めていただき
ました。

最後に新潟県環境整備事業協同組合理事長の前田正
実様から中締めをしていただき、19時15分に閉宴とし
ました。

溝口県副知事 中原顧問荒井新潟市副市長 石﨑顧問
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１ 　新井県廃棄物対策課長ごあいさつ
一般社団法人新潟県浄化槽整備協会におかれましては、平素より浄化槽の普及促進と適正な維持

管理に御尽力いただき、厚く感謝申し上げます。
さて、県では平成28年 ３ 月に第 ２ 次新潟県資源循環型社会推進計画を策定し、「資源を大切にす

る循環型の地域社会づくり」を目指し、「 ３ Ｒの推進」、「廃棄物の適正処理の推進と処理基盤の整
備」、「不法投棄対策の推進」を ３ つの柱として、様々な取組を進めているところでございます。

浄化槽については、県民の快適な生活環境を実現するとともに、本県の豊かで清らかな水環境の
保全に大きな役割を果たしています。特に、少子高齢化・人口減少が進む中山間地域などにおいては、地域の実情
に応じた、コストを減らし効果的に整備できる生活排水処理施設であり、その普及と適正な維持管理の推進は不可
欠であると考えています。今後とも浄化槽の一層の普及に努めてまいりたいと考えています。

浄化槽に関しましては、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への早期転換、法定検査受検率向上のための未受検
者対策などの課題が山積しております。貴協会並びに会員の皆様の協力により、解決に向けて取り組んでまいりま
すので、引き続き、県の浄化槽行政への御理解と御協力をお願いいたします。

２ 　平成３０年度の県の体制について
平成３０年度の県の体制は次のとおりです。 １ 年間よろしくお願いします。

○県民生活・環境部　　　部　長　　　本　間　由美子　※
　　　　　　　　　　　　副部長　　　横　山　ひろみ　※
○廃棄物対策課　　　　　課　長　　　新　井　一　仁　※
　　不法投棄対策室長（技術補佐） 　　栗　林　英　明
　　　　　　　　　　　事務補佐　　　斉　藤　　　尚
　　資源循環推進係　　　副参事　　　山　田　英　範
　　　　　　　　　　　　主　査　　　石　山　　　豊
　　　　　　　　　　　　主　任　　　高　橋　陽　太　※
　　　　　　　　　　　　主　事　　　松　岡　見菜美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H30.4着任

３ 　新潟県の生活排水処理の状況
新潟県の水洗化率は94.1％と全国並みですが、汚水衛生処理率（生活排水が処理されている人口）は76.0％で全

国平均を下回っています。また、単独処理浄化槽人口の割合は18.1％と全国の8.6％と比べて高く、背景には下水道
の整備より早く単独処理浄化槽による水洗化が進んだこと等があります。

【平成28年度　衛生処理人口等】
新潟県 全国

総人口（H28.10.1現在） 2,302,308 100.0% 100.0%
衛生処理人口 2,302,187 100.0% 100.0%

水洗化人口 2,165,623 94.1% 94.6%
汚水衛生処理人口 1,749,554 76.0% 86.0%

公共下水道人口 1,509,152 65.5% 74.3%
コミプラ人口 0 0.0% 0.2%
合併処理浄化槽人口 240,402 10.4% 11.4%

単独処理浄化槽人口 416,069 18.1% 8.6%
汲み取り人口 136,564 5.9% 5.4%

自家処理人口 121 0.0% 0.0%
出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省）
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4 　新潟県の汚水処理人口普及率の状況
県では新潟県汚水処理施設整備構想に基づき、地域の実情にあわせて下水道・農業集落排水施設・浄化槽等の

汚水処理施設の整備を推進していますが、新潟県の汚水処理人口普及率は86.6％と全国平均の90.4％を下回ってい
ます。

【平成28年度　汚水処理人口普及率】
新潟県 全国

総人口（H29.3.31現在） 2,288,628 100.0% 100.0%
汚水処理人口 1,982,297 86.6% 90.4%

下水道処理人口 1,693,126 74.0% 78.3%
農業集落排水施設等処理人口 167,477 7.3% 2.8%
合併処理浄化槽処理人口 121,694 5.3% 9.2%
コミプラ処理人口 0 0.0% 0.2%

出典：汚水処理人口普及状況調査（国交省、農水省、環境省）

【平成28年度　市町村別汚水処理人口普及率】
順位 市町村名 普及率 順位 市町村名 普及率 順位 市町村名 普及率

1 粟 島 浦 村 100.0 10 南 魚 沼 市 98.8 21 妙 高 市 88.5
1 弥 彦 村※ 100.0 12 柏 崎 市 98.2 22 新 潟 市 87.2
3 魚 沼 市 99.8 12 津 南 町 98.2 23 上 越 市 85.8
4 聖 籠 町 99.7 12 関 川 村 98.2 24 佐 渡 市 77.5
5 胎 内 市 99.5 15 長 岡 市 97.1 25 加 茂 市 74.9
6 出 雲 崎 町 99.4 16 湯 沢 町 95.6 26 五 泉 市 74.6
7 刈 羽 村 99.1 17 見 附 市 95.4 27 新 発 田 市 72.2
7 阿 賀 町 99.1 18 糸 魚 川 市 95.3 28 燕 市 59.4
7 村 上 市 99.1 19 十 日 町 市 94.2 29 田 上 町 55.8
10 小 千 谷 市 98.8 20 阿 賀 野 市 94.1 30 三 条 市 47.5

※普及率を四捨五入した結果、100.0％となる市町村

なお、平成26年 1 月に国では「持続可能な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」を策定
し、今後概ね10年程度を目処に汚水処理の「概成」を目指すと示しました。これを受け、県では新潟県汚水処理施
設整備構想の見直しについて、26年度に市町村や学識経験者等で構成する「新潟県汚水処理施設整備構想検討委員
会」を設置し、検討を開始しました。今年度の策定に向けて構想見直しの具体的な作業を進めています。

５ 　新潟県内の浄化槽の設置状況
平成29年度末現在、新潟県内の浄化槽設置基数は190,984基であり、前年度から1,455基減少しました。このう

ち合併浄化槽は54,711基で、前年度から1,109基増加し、全浄化槽に占める合併処理浄化槽の割合（合併割合）は
28.6％となっています。

また、平成29年度に胎内市に浄化槽法の権限を県から移譲し、現在、計12市町（長岡市、三条市、柏崎市、十日
町市、見附市、村上市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、阿賀町、湯沢町）に移譲されています。

【浄化槽設置基数等の推移】
年度 H25 H26 H27 H28 H29

単独浄化槽 152,284 147,901 143,723 138,837 136,273
合併浄化槽 50,582 51,605 52,712 53,602 54,711

計 202,866 199,506 196,435 192,439 190,984
合併割合 24.9% 25.9% 26.8% 27.9% 28.6%
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6 　燕市における法定検査未受検者対策について
燕市の平成27年度の浄化槽法定検査（11条）受検率は、45.7％であり、県平均の70.5％を大きく下回り、県内ワー

スト １ 位である。そのため、関係機関（廃棄物対策課、三条環境センター、燕市、指定検査機関、関係団体）が連
携・協力し、燕市の法定検査受検率向上に向けて平成29年度から重点的に取り組んでいます。
○　具体的な取組

・　浄化槽台帳の整備
　　燕市が中心となり、下水道接続台帳と付き合わせを行う等により、浄化槽台帳の整備を行いました。
・　委託事業を活用した浄化槽台帳の整備
　�　新潟県浄化槽整備協会への委託事業である浄化槽適正管理推進事業（未受検者指導）の対象地域を燕市とし、

浄化槽台帳と保守点検業者が保有する台帳を照合しました。
・　法定検査未受検者への文書の送付
　　燕市内の法定検査未受検者に対し、受検を促す通知を行いました。
・　保守点検業者に対し、未受検者への受検案内協力依頼文書の送付
　�　保守点検業者に未受検者への法定検査案内等による受検率向上に向けての協力を依頼しました（県内全保守

点検業者にH29.11.27付けで依頼文書送付）。
・　市報や新聞等による法定検査についての周知
　�　10月 １ 日の「浄化槽の日」を契機として、市報や新聞等を利用し、浄化槽管理者に対し保守点検の義務につ

いて周知を行いました（H29.8.28付けで全市町村に広報を依頼、H29.10.1 新潟日報に掲載）。

7 　浄化槽法定検査の受検率について
平成29年度の ７ 条検査の受検率は93.0％、検査の結果、適正または概ね適正と判定された浄化槽の割合（適合率）

は95.9％でした。また、平成29年度の11条検査の受検率は71.1％、適合率は98.6％でした。このうち、20人槽以下
を対象とする効率化11条検査の受検率は70.7％、適合率は99.0％でした。

新潟県では、11条検査の受検率が約70％と全国的に見ても高い水準を維持しているものの、依然として約5.4万
基が未受検であることから、皆様方はじめ関係者の御協力を得ながら、地域ごとに効率的かつ効果的な未受検者対
策を検討し、指導・監督体制の整備を進めていきたいと考えています。

【法定検査受検状況等の推移】
年度 対象基数（基） 実施基数（基） 受検率 不適合基数（基） 適合率

７ 条検査
H27 1,678 1,652 98.5% 62 96.2%
H28 1,694 1,538 90.8% 71 95.4%
H29 1,602 1,490 93.0% 61 95.9%

11条検査
H27 192,031 135,900 70.8% 1,786 98.7%
H28 189,403 133,537 70.5% 1,792 98.7%
H29 185,753 131,986 71.1% 1,828 98.6%

効率化
検査

H27 177,974 125,461 70.5% 1,195 99.0%
H28 175,899 123,304 70.1% 1,194 99.0%
H29 172,472 121,861 70.7% 1,259 99.0%

※効率化検査（20人槽以下の11条検査）の値は、11条検査の内数

8 　浄化槽整備事業の実施状況について
平成29年度の整備実績は、個人設置型363基、市町村設置型70基、計433基となっています。単独処理浄化槽から

の転換も含め、効果的な浄化槽の整備が図られるよう、国の補助事業の動向等も注視しつつ、市町村と連携・協力
してまいります。

市町村名 H29整備基数
個人設置型 市町村設置型

新 潟 市 105 16
長 岡 市 49 0
柏 崎 市 3
新 発 田 市 4
小 千 谷 市 1
加 茂 市 2
十 日 町 市 11
見 附 市 4
村 上 市 0
糸 魚 川 市 3 20
妙 高 市 11
五 泉 市 66

市町村名 H29整備基数
個人設置型 市町村設置型

佐 渡 市 32
上 越 市 59
阿 賀 野 市 5
魚 沼 市 0
南 魚 沼 市 23
胎 内 市 3
田 上 町 13
阿 賀 町 1
津 南 町 2

合 計 363 70
433

【浄化槽整備事業設置基数】
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【平成29年度　市町村別浄化槽設置基数及び法定検査受検状況】

市町村
設置基数（基） 合併

割合
11条検査

合　併 単　独
11条検査（効率化）

対象基数 実施基数 受検率 対象基数 実施基数 受検率
新 潟 市 52,360 10,205 42,155 19.5% 51,412 28,625 55.7% 47,525 26,034 54.8%
長 岡 市 6,924 2,683 4,241 38.7% 6,337 5,830 92.0% 5,988 5,501 91.9%
三 条 市 23,720 7,114 16,606 30.0% 22,976 14,010 61.0% 21,574 12,849 59.6%
柏 崎 市 4,074 2,767 1,307 67.9% 3,591 3,461 96.4% 3,378 3,256 96.4%
新 発 田 市 15,240 4,322 10,918 28.4% 15,056 11,907 79.1% 14,096 11,112 78.8%
小 千 谷 市 1,135 472 663 41.6% 1,036 1,011 97.6% 942 918 97.5%
加 茂 市 3,745 596 3,149 15.9% 3,620 2,971 82.1% 3,491 2,855 81.8%
十 日 町 市 2,769 1,220 1,549 44.1% 2,555 2,240 87.7% 2,419 2,113 87.4%
見 附 市 1,427 293 1,134 20.5% 1,412 1,164 82.4% 1,353 1,108 81.9%
村 上 市 5,565 1,102 4,463 19.8% 5,312 4,574 86.1% 4,997 4,279 85.6%
燕 市 16,596 3,903 12,693 23.5% 16,431 8,243 50.2% 15,474 7,439 48.1%
糸 魚 川 市 2,485 1,459 1,026 58.7% 2,373 2,159 91.0% 2,132 1,960 91.9%
妙 高 市 2,410 814 1,596 33.8% 2,405 1,895 78.8% 1,991 1,673 84.0%
五 泉 市 6,772 2,393 4,379 35.3% 6,616 5,917 89.4% 6,272 5,656 90.2%
上 越 市 18,892 6,941 11,951 36.7% 18,852 15,892 84.3% 17,451 14,805 84.8%
阿 賀 野 市 3,713 985 2,728 26.5% 3,697 3,242 87.7% 3,468 3,054 88.1%
佐 渡 市 11,159 3,283 7,876 29.4% 10,450 9,251 88.5% 9,945 8,801 88.5%
魚 沼 市 575 196 379 34.1% 520 464 89.2% 421 367 87.2%
南 魚 沼 市 2,717 1,129 1,588 41.6% 2,669 2,127 79.7% 2,115 1,840 87.0%
胎 内 市 2,046 300 1,746 14.7% 2,027 1,746 86.1% 1,829 1,579 86.3%
聖 籠 町 504 169 335 33.5% 485 377 77.7% 439 335 76.3%
弥 彦 村 277 6 271 2.2% 276 170 61.6% 271 165 60.9%
田 上 町 2,865 982 1,883 34.3% 2,741 2,466 90.0% 2,643 2,374 89.8%
阿 賀 町 859 473 386 55.1% 859 640 74.5% 701 515 73.5%
出 雲 崎 町 224 168 56 75.0% 203 197 97.0% 189 183 96.8%
湯 沢 町 754 263 491 34.9% 754 442 58.6% 420 250 59.5%
津 南 町 434 150 284 34.6% 396 353 89.1% 354 318 89.8%
刈 羽 村 210 143 67 68.1% 191 187 97.9% 155 152 98.1%
関 川 村 520 176 344 33.8% 488 412 84.4% 433 364 84.1%
粟 島 浦 村 13 4 9 30.8% 13 13 100.0% 6 6 100.0%
合 計 190,984 54,711 136,273 28.6% 185,753 131,986 71.1% 172,472 121,861 70.7%

【平成30年度循環型社会形成推進交付金市町村別内示額】
事業

主体名 施設区分 規模
（基）

内示額
（千円）

新 潟 市
浄化槽設置整備事業

（環境配慮・防災まちづくり事業） 30 961

浄化槽市町村整備推進事業 52 13,485

長 岡 市 浄化槽設置整備事業 72 11,631
浄化槽市町村整備推進事業 3 989

三 条 市 浄化槽設置整備事業
（環境配慮・防災まちづくり事業） 34 7,652

柏 崎 市 浄化槽設置整備事業 5 146
新発田市 浄化槽設置整備事業 30 4,410
小千谷市 浄化槽設置整備事業 5 795
加 茂 市 浄化槽設置整備事業 2 279
十日町市 浄化槽市町村整備推進事業 20 6,972
見 附 市 浄化槽設置整備事業 10 1,470
村 上 市 浄化槽設置整備事業 3 441

糸魚川市 浄化槽設置整備事業 1 147
浄化槽市町村整備推進事業 2 2,500

事業
主体名 施設区分 規模

（基）
内示額

（千円）

糸魚川市

浄化槽市町村整備推進事業
（環境配慮・防災まちづくり事業） 26 9,200

浄化槽市町村整備推進事業
（公的施設単独処理浄化槽集中転換事業） 2 1,700

妙 高 市 浄化槽設置整備事業 11 549
五 泉 市 浄化槽設置整備事業 78 6,360
上 越 市 浄化槽設置整備事業 74 6,811
阿賀野市 浄化槽設置整備事業 6 882
佐 渡 市 浄化槽設置整備事業 50 9,023
魚 沼 市 浄化槽設置整備事業 3 264
南魚沼市 浄化槽市町村整備推進事業 20 10,000
胎 内 市 浄化槽設置整備事業 3 441
田 上 町 浄化槽設置整備事業 10 677
阿 賀 町 浄化槽設置整備事業 4 588
津 南 町 浄化槽設置整備事業 2 294
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事業報告１　平成29年度　浄化槽業務従事者研修会を開催（県補助事業）

事業報告２　平成30年度　省エネ型中・大型浄化槽システム
導入推進事業の説明会を開催

浄化槽に関する最新の情報の習得並びに施工、保守点検に関する技術の向上を図るため、浄化槽システム協会及
び浄化槽メーカー ４ 社から講師をお招きし、県内 ３ 会場で、研修会を開催しました。

また、アンケートでは、有意義だったと回答をいただいたほか、各浄化槽に対して出されたクレームやトラブル
に関する対応方法など詳しく説明してほしい、現場実習の実施などの意見も寄せられました。

いただいた意見・要望などを尊重しながら、研修内容の改善・充実に努めていきます。
施工技術

平成３０年 ２ 月２１日（水）　　燕三条地場産センター
受講者：３４名
研修内容
　　「新潟県の浄化槽について」　　　　　　県廃棄物対策課
　　「浄化槽設置整備事業について」　　　　県浄化槽整備協会
　　「浄化槽工事と安全管理のポイント」　　浄化槽システム協会

維持管理
平成３０年 ２ 月２２日（木）　　ハイブ長岡
平成３０年 ２ 月２３日（金）　　新潟テルサ
受講者：長岡５０名
　　　　新潟５０名
研修内容
　　「新潟県の浄化槽について」　　県廃棄物対策課
　　「小型浄化槽の保守点検及び清掃のポイント」
　　長岡：㈱ハウステック、アムズ㈱
　　新潟：㈱ダイキアクシス、フジクリーン工業㈱

※研修会のテキストをご希望の方は、当協会事務局（025-283-2048）へご連絡下さい。

環境省が、一般社団法人全国浄化槽団体連合会を執行団体に指定して実施している「平成30年度二酸化炭素排出
抑制対策事業費等補助金（省エネ型中・大型浄化槽システム導入推進事業）」について、広く公募するために、会
員及び浄化槽設置者を対象とする説明会を、県内 ３ 会場で開催しました。

参加者は、 ３ 会場の合計で、７０名でした。

平成３０年 ５ 月１５日（火）　上越市市民プラザ
平成３０年 ５ 月１６日（水）　ハイブ長岡
平成３０年 ５ 月１７日（木）　新潟テルサ

※説明会資料（公募要領、チラシ等）をご希望の方は、当協会事務局（025-283-2048）へご連絡下さい。
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◆浄化槽設置に対する助成制度について
・�県内の多くの市町村では、国庫助成制度を活用して、浄化槽設置※への助成制度を設けています。この助成制度

は、浄化槽設置整備事業（個人設置型）と浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）の ２ 種類があります。
・�また、単独処理浄化槽の撤去に係る費用の助成制度や、浄化槽の維持管理費の助成制度を設けている市もあり

ます。
◆助成制度の積極的な活用
・�浄化槽を設置する場合、 ５ 人槽で882千円の費用が必要とされます（環境省資料）。浄化槽助成制度は、この費用

負担を軽減し、浄化槽の普及を図るための制度です。
・会員等におかれては、個人負担の軽減と浄化槽普及のために、これらの助成制度の活用に努めてください。

�なお、助成制度は、各市町村によって、助成額、対象、対象地域など要件に違いがあります。活用に当たっては、
各市町村の浄化槽担当窓口（12頁参照）にご確認ください。

※�浄化槽法では、浄化槽とは合併処理浄化槽を指し、単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」といい、新設は禁止され
ています。

Ａ　平成30年度　浄化槽設置整備事業（個人設置）実施市町村補助金額一覧
平成30年6月新潟県浄化槽整備協会調査

（単位：千円）

No 市町村名 工事内容等 5人槽 7人槽 10人槽 撤去
費加算 備　考

1 新潟市 ・単独処理浄化槽からの設置替 704 882 1,176

①対象地域
・�公共下水道認可区域、農業集落排水事業区域及び公設浄化槽整

備区域などを除く市内全域
②対象者
・�主に居住の用に供する建物において転換を行う者
③対象とならない方
・�建築確認申請を伴う新築、増・改築、汲み取り便槽からの改造

による設置は対象とならない
④対象浄化槽：環境配慮型浄化槽

2 長岡市 ・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 600 800 1,200 90

①対象
・�下水道整備の計画がない区域の住宅（併用住宅含む）、町内会・

自治会などの公民館・集会所に合併浄化槽を設置する方

3 上越市

・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 235 294 392

①対象地域
・�下水道事業全体計画区域のうち下水道事業計画区域を除く区域
②対象建築物
・�専用住宅又は併用住宅（居住の用に供する部分に係るもののみ）

・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 352 441 588 90

①対象地域
・�下水道事業全体計画区域外かつ農業集落排水処理区域外の区域
②対象建築物
・�専用住宅又は併用住宅（居住の用に供する部分に係るもののみ）

4 三条市 ・単独処理浄化槽からの設置替
・汲み取り便槽からの入替 352 441 588 90

①対象地域
・�下水道事業計画区域及び農業集落排水事業区域を除く市内全域
②対象建物
・�申請者が居住する一戸建ての建物（延床面積の２分の１以上を

居住の用に供する併用住宅を含む）
③対象とならない方
・�住宅の新築、移転又は増改築に伴い浄化槽設置が義務付けられ
　る方
④対象浄化槽：環境配慮型浄化槽

5 柏崎市 ・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 352 441

588
（8～
50人）

①対象地域
・�下水道事業計画区域、農業集落排水事業実施地域及び浄化槽を

用いて集合処理している地域を除く地域
②対象建築物
・�専用住宅、店舗など併用住宅（居住に供する部分だけが対象）、

集会場

6 新発田市

・単独処理浄化槽からの設置替
　（�新発田市合併処理浄化槽設置

事業補助金）
352 441 588 90

①対象地域
・�生活排水対策重点地域内が対象。ただし、公共下水道の事業計

画の認可を受けた区域を除く
②補助対象者
・�対象地域において個人の専用住宅（小規模の店舗併設を含む）

の単独処理浄化槽を廃止し、合併処理浄化槽（10人槽以下）へ
転換する方

③対象外の場合
・�住宅の増築又は改築により、合併処理浄化槽への転換が義務付

けられる場合　ほか
・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替
　（�新発田市水道水源保護地域等

合併処理浄化槽設置支援事業）
500 700 1,100

（8人～）
①対象地域
・�市下水道基本構想の合併処理浄化槽事業地域に定めた次に掲げ

る地区（略）及び市長が別に定める地区
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No 市町村名 工事内容等 5人槽 7人槽 10人槽 撤去
費加算 備　考

7 小千谷市 ・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 475 670 963 90

①対象となる浄化槽
・�合併処理浄化槽整備区域（下水道事業計画区域及び農業集落排

水事業区域以外の地域）の一般住宅に設置する処理対象人員10
人槽以下の合併処理浄化槽

8 加茂市

・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 176 220 294 ①対象地域

・�公共下水道等の集合処理施設の整備が予定されている区域
・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 352 441 588 ①対象地域

・上記の区域以外の区域

9 十日町市

・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 600 800 1,300

①対象地域
・下水道整備長期構想における浄化槽設置整備地域
②対象者
・専用住宅及び集落センター等施設

・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 375 438 555

①対象地域
・�公共下水道、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業処

理計画区域のうち国の事業認可を受けていない地域で、市長が
定める地域

②対象者
・専用住宅及び集落センター等施設

10 見附市 ・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 750 1,020 1,160

①対象地域
・�下水道法の認可を受けた事業計画の予定処理区域又は下水道で

整備される予定処理区域、農業集落排水事業区域を除いた区域
・市長が定める区域（合併浄化槽整備区域）
②補助金額
・�補助金の額は、別表第１に定める人槽区分ごとの限度額と浄化

槽の設置に要した経費から31万円を控除した額を比較して、い
ずれか少ない方の額とする

11 村上市

・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替
　（�村上市合併処理浄化槽設置整

備事業補助金）
910 1,240 1,770

①対象地域及び建物
・別表第１（略）に定める区域の専用住宅、併用住宅及び地区集
　会場
②補助金額
・�補助金の額は、別表第２に定める額と補助対象経費に0.9を乗じ

て得た額を比較し低い額とする
・�事業所の新設、増設、移設に伴

う合併処理浄化槽の設置
　（�村上市事業所等合併処理浄化

槽設置整備事業補助金）
455 620 885

①対象地域及び建物
・�下水道法の認可を受けた事業計画の処理区域及び農業集落排水

事業処理区域を除いた区域の事業所（併用住宅を除く）

・既設事業所の合併処理浄化槽等
　更新
　（�村上市事業所等合併処理浄化

槽設置整備事業補助金）
303 413 590 ①対象地域及び建物

・上記に同じ

12 燕市

13 糸魚川市

・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 352 441 588

①対象区域
・�公共下水道事業計画区域で供用開始まで７年以上の区域及び事

業認可区域外
・�集落排水事業の事業実施採択申請区域で供用開始まで７年以上

の区域

・新規設置（汲取からの切替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 176 220 294

①対象区域
・�公共下水道事業計画区域で供用開始まで１年以上から７年未満

の区域
・�集落排水事業の事業実施採択申請区域で供用開始まで１年以上

から７年未満の区域

14 妙高市

・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替
　（専用住宅、併用住宅）

750 792 870

①対象地域
・�公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水

事業が実施又は予定されている地域以外の区域
②対象者
・処理対象人員が10人以下のもの

・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替
　（ホテル・旅館・事業所等）

175 220 294
①対象地域
・上記に同じ
②対象者
・ホテル・旅館・事業所等については、処理対象人員の制限無し

15 五泉市 ・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替 352 441 588 90

①対象地域
・�下水道法の認可を受けた事業計画の予定処理区域、及び市長が

別に定める区域を除く本市全域
②対象者
・�専用住宅及び店舗等併用住宅（居住部分が２分の１以上）に浄

化槽を設置する者



NJSK　浄化槽にいがた　96号 （10）

No 市町村名 工事内容等 5人槽 7人槽 10人槽 撤去
費加算 備　考

16 阿賀野市 ・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替え 352 441 588

①対象地域
・�公共下水道事業処理区域、下水道法の認可を受けた事業計画の

予定処理区域を除く区域
・�農業集落排水事業の整備された区域又は同事業の予定処理区域

を除く区域
・�市長が別に定める下水道事業の処理区域及び予定処理区域を除

く区域

17 佐渡市 ・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替え 352 441 588 90

①対象地域
・�下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業の認可区域

外の地域（ただし、認可区域内であっても７年間供用開始がで
きないと見込まれる地域は対象）

18 魚沼市

・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替え
　（専用住宅・併用住宅）

530 750 940

①対象地域
・�公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模排水処理施設整

備事業の事業計画区域外の区域
・�魚沼市個別合併処理浄化槽施設条例第３条の市長が認める区域

以外の区域
・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替え
　（集会所・事務所等）

170 250 310 ①対象地域
・上記に同じ

19 南魚沼市（公設浄化槽整備事業を実施）

20 胎内市 ・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替え 352 441 588

①対象地域
・�下水道法の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域、

農業集落排水事業の整備区域又は予定処理区域を除く区域
②対象者
・�専ら居住の用に供する建築物又はその一部を人の居住の用に供

する建築物に浄化槽を設置しようとする者
21 聖籠町 H29.3.15に聖籠町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱を廃止

22 弥彦村

23 田上町

・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替え
　（共同設置以外の場合）

187 219 277

①対象地域
・公共下水道事業及び農業集落排水事業適用区域を除く田上町全
　域
②補助対象事業
・�対象地域内において専用住宅（小規模店舗等を併設した住宅を

含む）に合併処理浄化槽を設置する事業
・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替え
　（共同設置の場合）

187 219 277 ①対象地域、②補助対象事業とも上記に同じ

24 阿賀町 ・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替え 1,300 1,650 2,240

①対象地域
・�阿賀町下水道条例第２条第２項に規定する公共下水道の処理区

域以外の区域及び処理区域内にあって町長が別に定める区域
②補助金額
・�補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する

額とし、別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄
に定める額を限度とする

25 出雲崎町（公設浄化槽の管理を実施）

26 湯沢町

27 津南町 ・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替え 1,300 1,500 2,000

①対象地域
・�特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の導入地域

を除く地域。但し同事業の実施地域であっても同事業除外家屋
は対象とする

②補助金額
・�補助金の額は、別表の表２に定める各人槽ごとの事業費を限度

額としてその工事費の９割とする
28 刈羽村 （村単独の浄化槽設置整備事業あり）

29 関川村 ・新規設置（汲取からの入替含む）
・単独処理浄化槽からの設置替え 950 1,200 1,750

①対象地域
・�特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画区域

外の地域。ただし、経済効果等を勘案して村長が特に認めた場
合はこの限りではない

②補助金額
・�補助金の限度額は、別表に定める人槽区分ごとの補助限度額と

合併処理浄化槽の設置に要した経費（単独撤去費含む）から20
万円を控除した額と比較し、いずれか少ない方の額とする

30 粟島浦村

※　�上記の各市町村の補助制度等は、環境省公表資料、各市町村の浄化槽サイト及び各市町村浄化槽設置整備事業補助金
交付要綱を参考として要約したものです。

　　11人槽以上に対する補助を実施している市もあるが、紙面（Ａ４縱）の関係から省略しています。
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Ｂ　平成30年度　浄化槽市町村整備推進事業（公設）の分担金等一覧
（単位：円）

No 市町村名
本体工事費の分担金 使用料

備　考
5人槽 7人槽 10人槽 5人槽 7人槽 10人槽

1 新潟市 120,000 150,000 190,000 3,607 4,125 4,946
①整備区域
・�市長は、公設浄化槽の整備の対象となる区域を定

め、これを告示する

2 長岡市 150,000 190,000 260,000 2,800 3,600 4,200
①処理区域
・�市が設置する浄化槽は、市が指定した整備区域内
（山古志地域と川口地域の一部）の住宅のみ

3 南魚沼市
15人槽

以下
220,000

16～
20人槽

293,700

21～
25人槽

349,100
（備考参照）

①処理区域
・�下水道法の認可を得た事業計画において定められた

予定処理区域、及び南魚沼市農業集落排水施設設置
条例により定められた処理区域を除く区域

②使用料金
・�使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した

汚水の量に応じ、別表第１に定める金額をもって算
定した額から別表第２に定める金額（電気料金）を
減じた額

　（別表第１）
　・基本料金　1,890円
　・超過料金　10㎥を超える分　１㎥につき189円
　（別表第２）略

4 十日町市 300,000 300,000 300,000 下水道
使用料

①処理区域
・�市長は、浄化槽によりし尿及び雑排水の処理を行お

うとする区域を定めたときはこれを告示する
②使用料
・下水道使用料
　注：ブロワ、放流ポンプの電気料金は市が負担

5 糸魚川市 180,000 180,000 240,000 使用実績

①整備対象区域
・�市長は浄化槽の整備対象区域を定めたときは、これ

を告示する
②使用料金
・�基本料金10㎥まで1,508円。超過料金１㎥につき、

11㎥～30㎥まで155.2円

6 出雲崎町 ― ― ― 使用実績

①新規の設置整備
・新規の設置は無し
②使用料金
・�基本料金10㎥まで1,700円。超過料金１㎥につき、

170円

Ｃ　平成30年度　維持管理費用に対する補助を行っている市町村一覧
（単位：円）

市町村名
助成金限度額（年額）

助成金の対象 備　考
5人槽 7人槽 10人槽

1 長岡市 33,600 39,600 45,600 ・法定検査料金
・保守点検料金

①対象
次のいずれかに該当する建物に設置された合併処理浄化槽の管理
をする方
・下水道が供用開始されていない区域の住宅
・�下水道整備の計画がない区域の町内会・自治会などの公民館・

集会所

2 見附市 20,400 22,400 25,400

・11条法定検査料金
・保守点検料金
・清掃（年１回）
・その他（ブロワ交換等）

①対象地域
・�下水道法の認可を受けた事業計画の予定処理区域又は下水道で

整備される予定処理区域、農業集落排水事業区域を除いた区域
・市長が定める区域（合併浄化槽整備区域）

3 村上市 15,000 15,000 15,000
・維持管理費
・ブロワ交換経費は実額
　（３万円を限度）

別表第１に掲げる地域（略）

※　紙面の制約から11人槽以上は省略しています。
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番号 市町村名 担当窓口 担当事務※ 浄化槽
権限移譲 郵便番号 所　在　地 TEL

1 新潟市
環境対策課　注１ Ａ、Ｂ 法定事務 951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602-1 025-226-1371

下水道部経営企画課
注２

Ｃ 951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602-1 025-226-2959

2 長岡市 下水道課　注３ Ａ、Ｂ、Ｃ ○ 940-0062 長岡市大手通2-2-6 0258-39-2235

3 上越市 生活排水対策課 Ａ、Ｂ 943-0171 上越市藤野新田255番地1 025-526-5111

4 三条市 環境課 Ａ、Ｂ ○ 959-1102 三条市旭町2-3-1 0256-34-5511

5 柏崎市 上 下 水 道 局 お 客 さ ま
サービス課 Ａ、Ｂ ○ 945-8511 柏崎市鏡町1-11 0257-22-4700

6 新発田市 下水道課 Ａ、Ｂ 957-0026 新発田市下内竹747 0254-23-7179

7 小千谷市 市民生活課 Ａ、Ｂ 947-8501 小千谷市城内2丁目7-5 0258-83-3509

8 加茂市 環境課 Ａ、Ｂ 959-1392 加茂市幸町2-3-5 0256-52-0080

9 十日町市 上下水道局 Ａ、Ｂ、Ｃ ○ 948-0072 十日町市寅甲688番地 025-757-3141

10 見附市 ガス上下水道局 Ａ、Ｂ ○ 954-8686 見附市昭和町2丁目1-1 0258-62-1700

11 村上市 環境課 Ａ、Ｂ ○ 958-8501 村上市三之町1番1号 0254-53-2111

12 燕市 生活環境課 Ａ 959-0295 燕市吉田西太田1934番地 0256-77-8167

13 糸魚川市 ガス水道局 Ａ、Ｂ、Ｃ 941-0056 糸魚川市一の宮1丁目3番5号 025-552-1511

14 妙高市 ガス上下水道局 Ａ、Ｂ 949-2235 妙高市大字関山1200番地1 0255-72-3566

15 五泉市 環境保全課 Ａ、Ｂ ○ 959-1692 五泉市太田1094-1 0250-43-3911

16 阿賀野市 上下水道局 Ａ、Ｂ ○ 959-2024 阿賀野市中島町7-20 0250-62-2833

17 佐渡市 上下水道課 Ａ、Ｂ ○ 952-0318 佐渡市真野新町489 0259-55-2222

18 魚沼市 ガス水道局 Ａ、Ｂ 946-0011 魚沼市小出島788 025-792-1118

19 南魚沼市 下水道課 Ａ、Ｃ 949-6746 南魚沼市畔地315 025-774-2740

20 胎内市 市民生活課 Ａ、Ｂ ○ 959-2693 胎内市新和町2-10 0254-43-6111

21 聖籠町 生活環境課 Ａ 957-0192 聖籠町大字諏訪山1635-4 0254-27-2111

22 弥彦村 建設企業課 Ａ 959-0392 弥彦村大字矢作402 0256-94-1022

23 田上町 町民課 Ａ、Ｂ 959-1503 田上町大字原ヶ崎新田3070 0256-57-6115

24 阿賀町 町民生活課 Ａ、Ｂ ○ 959-4495 阿賀町津川580番地 0254-92-5761

25 出雲崎町 町民課 Ａ 949-4392 出雲崎町大字川西140番地 0258-78-2294

26 湯沢町 環境農林課 Ａ ○ 949-6192 湯沢町大字神立300番地 025-788-0291

27 津南町 建設課 Ａ、Ｂ 949-8201 津南町大字下船渡戌585 025-765-3116

28 刈羽村 福祉保健課 Ａ 945-0397 刈羽村大字割町新田215-1 0257-45-3916

29 関川村 建設環境課 Ａ 959-3292 関川村大字下関912 0254-64-1479

30 粟島浦村 産業振興課 Ａ 958-0061 粟島浦村字日の見山1513-11 0254-55-2111

※担当事務の種類　　Ａ：浄化槽設置届出等　　Ｂ：個人設置補助申請　　Ｃ：市町村設置申請

注 １ 　各区役所区民生活課生還環境係
注 ２ 　お住まいの区域を所管する下水道事務所・下水道推進室
注 ３ 　Ｃ：市町村設置は山古志地域と川口地域の一部のみ
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情報　クロスチェック委員会の報告

７ 月12日（木）に平成30年度第 １ 回クロス
チェック委員会が県庁職員会館会議室で開催さ
れた。委員会では、平成29年度下期の「現場確
認検査報告」及び「希釈倍率検査結果」が報告
され審査が行われた。

報告内容の概要は、別表のとおりです。
注：現場確認検査は、精度管理として検査員

と採水員との効率化11条検査における判断・採
水方法等のばらつきや偏りを最小にすることを
目的に、平成29年 4 月から運用開始した。

表１　現場確認検査結果
調査実施人数 調査件数 検査員と採水員

の判断の相違29上期 29下期 年度計 29上期 29下期 年度計
56 51 107 133 134 267 特に無し（全件）
表２　塩化物イオン濃度検査の経年変化（単独処理浄化槽）

年度 検査件数 不　可
件　数

不可の
割合 ％

清掃直後の
採水件数

同左の
割合 ％

Ｈ24 101,123 185 0.18 2 0.00 
Ｈ25 96,463 161 0.17 2 0.00 
Ｈ26 92,283 187 0.20 2 0.00 
Ｈ27 89,108 227 0.25 27 0.03 
Ｈ28 86,066 242 0.28 3 0.00 
Ｈ29 83,934 360 0.43 2 0.00 

表３　２次検査実施状況調査結果
区　分 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

11条検査
実施数

28 1,385 6,096 12,128 12,727 9,282 25,343 28,754 17,355 5,128 1,804 1,657 1,645 123,304
29 1,131 4,042 11,399 11,162 9,802 26,101 29,862 17,259 5,601 1,873 1,427 2,202 121,861

11条検査
不適数

28 12 35 89 124 124 216 230 219 115 11 11 8 1,194
29 26 31 97 89 127 246 340 205 73 14 8 3 1,259

２次検査
実施数

28 12 35 89 124 124 216 230 219 115 11 11 8 1,194
29 26 31 97 89 127 246 340 205 73 14 8 3 1,259

情報　新・新潟県汚水処理施設整備構想の見直し状況

１ 　都道府県構想とは
市街地、農山漁村等を含めた市町村全域で効率的な

汚水処理施設整備を推進するため、各種汚水処理施設
の有する特性等を踏まえ、建設費と維持管理費を合わ
せた経済比較を基本とし、水質保全効果、汚泥処理方
法等の地域特性や地域住民の意向を考慮し効率的かつ
適正な整備手法を選定するための構想として、都道府
県が市町村の意見を反映した上で策定しているもの。

２ 　新潟県の構想策定状況

社会情勢の変化や、国策定の都道府県構想策定マ
ニュアルの改訂等に伴い、随時見直しを行い、下水
道・集落排水・合併処理浄化槽が連携して効率的な汚
水処理施設を整備が図られてきた。

３ 　新潟県汚水処理施設整備構想の見直し
平成26年 1 月に国が「持続可能な汚水処理システム

構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」を策定し
た。県では、これを受け「新潟県汚水処理施設整備構
想（22年度策定）」の見直しを平成26年度から開始し、
平成30年度中に、新構想が策定・公表される見込み
です。

H2年度：新潟県下水道整備長期構想

H12 年度：新潟県下水道等汚水処理施設整備長期構想

H22 年度：新潟県汚水処理施設整備構想

H26：県汚水構想策定の基本方針の決定

H27 ～ 28：市町村整備計画（アクションプラン）策定

H29：市町村整備計画を反映した県整備計画策定

H29 ～ 30：新計画案のとりまとめ

H30・9 以降：計画案公表・パブリックコメント

H30 末：計画策定・公表
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丈夫な

型式：I P-135型式：ID-１５０

完 全 防 水 構 造 耐衝撃「ラバープロテクター」付 (本体)

ＮＥＷ
プレゼントキャンペーン中！

＜2018年11月30日まで＞
ケーブルの
収納に大活躍！

本体２年保証

本体２年保証

本体２年保証ユーザー
登録で

センサー1年保証

計量法型式承認品

【廉価モデル】
IM- 80P/50Pもラインアップ！

TEL︓0120-67-2827　受付 8:45～17:20（月～金・祝日）
〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町石田 1-1
Eメール︓eigyou@iij ima-e.co.jp　　http://www.iijima-e.co.jp

お 問 い 合 わ せ

情報　一般社団法人全国浄化槽団体連合会第６回定時総会の開催
加藤副会長　全浄連顕彰状、　大渕理事　全浄連会長表彰受賞

おめでとうございます。

（一社）全国浄化槽団体連合会第 ６ 回定時総会が ６ 月２９
日（金）、ホテルグランドパレス（東京都千代田区）で開
催され、当協会からは島影会長、亀山副会長が出席しま
した。

平成２９年度事業報告、決算、平成３０年度全浄連活動ス
ローガン（案）など ４ 議案について原案どおり承認されま
した。

役員改選では、理事及び監事を選任し、理事会において、
北陸地区から選出された上田勝朗氏（富山県）が会長に就
任しました。

続いて、第３１回功労者表彰が行われ、当協会副会長の加
藤大二氏（㈱大二工業）が平成２９年度の環境大臣表彰受賞
に対しての会長顕彰状を授与、理事の大渕清徳氏（㈱十日
町環境）が長年の業界功績により、会長表彰を受賞しま
した。

また、受賞者を代表し、加藤氏が謝辞を述べられました。
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環境省は平成30年度において、「省エネ型中・大型浄化槽システム導入推進事業」に係る「二酸化炭素排出抑制
対策事業費等補助金」（最大16億円）を実施することとし、その執行団体に「一般社団法人全国浄化槽団体連合会

（以下「全浄連」という）」を選定しました。
これを受け、全浄連は、同事業に係る補助事業者の公募を平成30年 4 月18日から開始しています。

この事業は以下の ２ パターンの内、どちらかにつ
いて行うこととなっています。

【Type １ 】
51人槽以上の既設の合併処理浄化槽について、エ

ネルギー起源の二酸化炭素排出を抑制できる各種機
械設備を最新型機器（高効率ブロワ等）へと改修す
る、もしくはインバータ制御装置等を導入する事業。

補助は総事業費の 1 / 2 。

【Type ２ 】
101人槽以上の旧構造基準に基づき設置された合

併処理浄化槽（ブロワを使用するものに限る）につ
いて、構造の刷新やコンパクト化によって高い省エ
ネルギー効果が見込まれるような浄化槽本体の交換
事業。

補助は対象費目の 1 / 2 。

【補助事業者の公募の期間】
平成30年 4 月18日～10月31日

【審査基準の要点】
① 必要な応募書類が揃っていること、また必要事項が適正に嘘偽りなく記入されていること。
② 事業全体で要件に定められたCO 2 削減率を確保していること。
　　Type １ ：事業前に比して年間消費電力量を ５ %以上削減できること。
　　Type ２ ：事業前に比して年間消費電力量を大幅に削減できること（全浄連へ事前相談）。
③ 事業によるCO 2 削減量に対して事業に係る経費（費用対効果）が妥当であること。
④ 事業によって放流水質が悪化するようなことがないこと。
⑤ 法令を遵守していること。

【申請窓口】
本年度より、当県内の施設で本事業の補助金申請を行う場合は、当協会が申請窓口となっています。交付申請書

類や対象要件の有無等に関する質問、相談は、当協会及び全浄連において対応します。

【全浄連への問い合わせ】
Tel：03-3267-9757　Fax：03-3267-9789　　Mailアドレス：info@zenjohren.or.jp
Type １  担当：杉浦、加藤　　　　Type ２  担当：昇、渡邊

※公募要領・申請書様式、参考資料等は全浄連HP及び当協会HPにて公開しています。
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平成29年度開始の同事業の補助金申請件数等について、平成29年度の新潟県と全国の実績及び平成30年度の新潟
県実績（ ７ 月20日現在）は以下のとおりです。

1　平成29年度の申請状況（申請数、補助金額、種類）
単位：円

No 都道府県名 申請数 補助金額 自治体 宿泊
施設

ゴル
フ場

観光
施設 病院 集合

住宅
住宅
団地

商業
施設

福祉
施設

学校
施設

体育
施設 農協 事業所 飲食店 物流

施設 寮 道の駅 貸ビル 港湾
施設

15 新潟県 4 2,120,000 2 1 1
合　計 179 183,703,500 3 22 16 15 13 6 21 21 32 11 1 1 6 5 1 1 1 1 2

2　平成30年度の本県内の申請状況（7月20日現在）
単位：円

No 都道府県名 申請数 補助金額 自治体 宿泊
施設

ゴル
フ場

観光
施設 病院 集合

住宅
住宅
団地

商業
施設

福祉
施設

学校
施設

体育
施設 農協 事業所 飲食店 物流

施設 寮 道の駅 貸ビル 港湾
施設

1

新潟県
Type１ 7 13,233,000 7

新潟県
Type２ 1 7,100,000 1

合　計 8 20,333,000 7 1
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協会からのお知らせ

平成30年度浄化槽業務従事者研修会　開催日程

新会員の紹介

平成30年度第32回全国浄化槽技術研究集会

平成31年度浄化槽管理士講習の誘致

浄化槽ミニモデルの貸出

平成30年度浄化槽業務従事者研修会を下記のとおり
開催します。今回は、施工技術研修と維持管理研修の
同時開催です。
＜期日・場所＞

開催日 時　間 場　　所
10月23日（火） 13：30

～16：40

新潟市：県建設会館
10月24日（水） 上越市：上越文化会館
10月25日（木） 長岡市：ハイブ長岡

＜研修内容＞
①新潟県の浄化槽行政の動向
②�浄化槽の施工・保守点検・清掃のポイントとトラ

ブル事例　　　　各会場でメーカー 2 社の講演
③省エネ型中・大型浄化槽システム導入推進事業

※開催案内は、開催日の １ か月前に送付します。

当協会では、講習修了者が浄化槽管理士の国家資格
を得られる「浄化槽管理士講習」（日本環境整備教育
センター主催）を本県内に誘致し、会員の経済的負担
軽減に努めてきました。

平成25年、28年に続いて、平成31年の本県誘致に努
めることとしました。確定次第、会員の皆様にお知ら
せします（平成31年 ３ 月頃）。

＜誘致開催計画案＞
・講習期間：平成31年 8 月26日（月）～ 9 月 7 日（土）
・開催場所：燕三条地場産センター

当協会では、浄化槽ミニモデルを購入し、各支部主
催の研修会や会員の従業員研修会などでも活用してい
ただくため、貸出（無料）を行っています。希望する
場合は、事務局へ連絡ください。

・サイズ W560×D290×H290
・重量 ７ ㎏
注：�水を槽内に満たし、ブ

ロワを作動させます。

◆賛助会員
・㈲山一起業　　　29.10.26　入会
　　新潟市西蒲区鱸270- 1 　業種：施工・維持
・㈲日本海興産　　30.4.1　入会
　　北蒲原郡聖籠町大字次第浜1894-10　業種：維持
・光平設備　　　　30.4.1　入会
　　佐渡市小木町376　業種：施工
・美南見設備　　　30.4.25　入会
　　佐渡市千種乙318　業種：施工

（公財）日本環境整備教育センター主催の第32回全
国浄化槽技術研究集会が、10月 9 日（火）、10日（水）
の ２ 日間、名古屋市の「名古屋国際会議場」で開催さ
れます。

参加費用は無料で資料のみ実費負担です。詳しい情
報は、日本環境整備教育センターのホームページをご
覧ください。

・開催日：平成30年10月 9 日、10日
・会　場：名古屋国際会議場

名古屋市熱田区熱田西町 １ 番 １ 号

編 集 後 記
７ 月に発生した未曾有の水害、西日本豪雨での死

者は200人以上になり、未だ行方不明者も多数い
ます。

被害者の ６ 割以上が高齢者と最も多く、TV
ニュース等のインタビューを見ると、皆口を揃えて

「今までこんなことが起きたことが無い」「西日本は
災害が少ないのでこんなのは初めて」とコメントし
ています。災害に対して【自分だけは大丈夫】とい
う過信が最も危ないと思います。

現在復旧作業が行われていますが、気温が35度以
上と猛暑のため、熱中症、過労等が懸念されます。

私たちも【自分だけは大丈夫】という考えを捨て、
いつ来るかわからない災害に日々備えたいと思いま
す（M・K）。

 

10月 1 日は浄化槽の日

今年の「浄化槽の日」の最優秀標語

浄化槽で守ろう僕たちの水環境
浄化槽で考えよう私たちの未来


